
                                        

令和６年５月２２日 
  北九州市財政・変革局 

報道機関各位 
 

個人市県民税の定額減税の実施について 

 
令和６年度税制改正による、個人市県民税の特別税額控除（定額減税）を下記のと

おり実施します。 

 

１ 対象者 

  令和６年度の個人市県民税に係る合計所得金額が１，８０５万円以下の納税者 

※ 令和６年度の個人市県民税が非課税の人、均等割・森林環境税（国税）だけ 

課税の人は対象外 

 

２ 減税額 

  本人、控除対象配偶者と扶養親族１人につき、１万円 

 

 

 

 

３ 申請について 

  減税額については、北九州市が確定申告書、市県民税申告書などの課税資料を基

に算出しますので、減税を受けるために申請は必要ありません。 

 

４ 定額減税額の確認方法（別紙参照） 

  減税額は各種通知書で確認できます。 

  （「市県民税減税控除済額＊＊＊円、控除外額＊＊＊円」と記載。） 

（１）給与からの特別徴収（給与天引きの人）の場合 

  ５月末までに勤務先を通じて配布される税額決定通知書の「摘要欄」に記載。 

（２）普通徴収（納付書や口座振替などの人）又は公的年金からの特別徴収（年金 

天引きの人）の場合 

６月３日以降に送付する納税通知書の２ページ表面、「市民税・県民税・森林環境

税課税明細書」に記載。 

 ※減税額の記載のイメージ、定額減税後の個人市県民税徴収方法は別紙のとおり。 

 

５ 控除しきれない額について（調整給付） 

  個人市県民税において控除しきれなかった定額減税額（控除外額）は、所得税分

の控除しきれない額と合算し、１万円単位で切り上げた額を支給します。 

  給付対象者には、給付額が決定次第、通知文書を送付します。 

（７月中旬以降を予定） 

 

【問合せ先】財政・変革局税務部課税第一課  

                   担当：(課長) 金子・(係長) 渡辺 

                   電話：０９３－５８２－２０３３ 

※所得税の定額減税（１人につき、３万円）については、国税庁（税務署）

にて対応します。 



 

別紙 

納税通知書・税額通知書への記載方法 

 

・納税通知書イメージ 

 

 ・税額決定通知書イメージ 

 
 

 

 

 

 

納税通知書については、２頁の課税明細書、税額決定通知書については、摘要欄に 

「市県民税減税控除済額 ○○,○○○円、控除外額 ○○,○○○円」 

と記載されます。（控除しきれた場合は「控除外額」以降の記載はありません。） 

 

 



 

別紙 

定額減税後の個人市県民税徴収方法について 

 

 

 


